
取組内容及び成果

①空き家空地支援法人の設置検討
構成団体の総意として、新潟市に本年度中に、空家
等管理活用支援法人（以下支援法人）の指定を要望
し、新潟市建築部長より、年度内制度設計をいただけ
る事となりました。（12月26日策定完了）
機能強化の為に、全国の事例を調査したが、支援法
人が解体の為に、国の支援メニューを活用した事例は
見つからなかった。
先例が無い為、行政書士会を中心に、地域福利増
進活用を評価基準とした支援事業の評価ルールを策
定し、その申請ひな形を作成しました。

③中間組織の在り方

空き家の隣地住民が、空き家の取得意向が無い場合、
中間所有する組織が必要になります。新潟市土地開発公
社にその任を担って頂く為の課題の抽出と、その解決策を
新潟市財務部長のご支援の下、協議を行いました。結果と
して、

・新潟市が市の事業として、空き家を活用した道路拡幅事
業を組成する必要がある事。

・目的を防災に資する道路拡幅と定義し、その取得の判断
と管理には、民間活力を使うことが実効性を高めると思わ
れる事から、支援法人でのモデル事業を重ねる事としまし
た。

②空家等管理活用支援法人（案）

空家等管理活用法人の相談業務をイメージして、狭隘道路
で構成される旧市街地に約７万戸の新聞折込と、201戸現地
調査を実施し、所有者の登記簿調査まで行い、空き家に関す
る啓発と相談の案内を実施した。この活動により構成団体が
実施した相談会に参加いただけました。

支援法人が空き家相談を受けて伴走型の事業提案をする
モデル事業を行った所、前面道路が分筆されており、所有者
確認ができない事例が発生しました。

支援法人が主体となって、国の支援事業を活用しながら、
空き家を活用し道路拡幅等を実施する、提案型のモデル事
業を行った所、隣地が危険家屋状態になっているが、所有者
を追えない事例も発生しました。

支援法人の活動には、市と連携した隣地の所有者調査方
法を研究する必要が見つかり、実例を元に市との協議を行い
ました。

結果、支援法人による所有者調査には、下記の方法が可
能と確認されました。

・隣地を取得し、自己の権利を守る為の戸籍調査が個別判
断であるが、可能であること。

・士業による職権調査に係る費用を支援する方法。

④ハード事業（地域福利増進活用）

支援法人での空き家の解体と、残地の道路拡幅等の地域
福利増進活用の実践事例として、新潟市秋葉区建設課と協
議の上、ハード事業を実施しました。

⑤ハード事業（能動的隣地集約）

支援法人での隣地集約事業として、隣地の所有者よ
り、空き家を取得しました。

逆側の土地所有者が亡くなり、連絡が取れなくなり、
登記簿の相続登記の義務化の欠陥が見つかりました。

事業概要
不動産団体や有資格者で空き家空地対策協議会を構築し、新潟市と連携する。空き家の減戸を目的とした隣地集約事業。
空家の除却を希望する市民に、跡地活用迄の相談に応じ、所有者同意なら解体除却を支援。
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事業目標：空き家対策総合支援事業を、民間活力での実施出来る体制の構築

民間提案型の空家等管理活用支援法人の指定ルールを定め、
市の代わりに、民間事業者が空き家対策を実施する。

①新潟市空き家空地支援法人の設置検討

②空家等管理活用支援法人のモデル実施

③中間組織の在り方

④⑤ハード事業

除却後の地域活性化＝地域福利増進活用⇒道路拡幅による都市防災強化＋市場流通性向上と隣地集約による空家の減戸

空き家相談からの地域福利増進活用 ・業者による地域福利増進活用提案

宅建業者による地域福利増進活用提案（道路拡幅と残地の雪捨て場や公園管理用駐車場としての使用）

国民からの土地の寄付⇒防災空地として中間所有⇒ 道路拡幅による都市防災強化
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①新潟市空き家空地支援法人の設置検討
◯業界団体から新潟市へ、年度内の空家等管理活用支援法人指定の要望があり、建築部で制度設計を頂きました。

◯相談、啓発の次のステップである、土地の整備にも民間提案が出来る環境整備を行いました。

②空家等管理活用支援法人のモデル実施〇空き家相談からの伴走支援・業者提案による跡地活用
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④ハード事業 宅建業者による地域福利増進活用提案（道路拡幅と残地の雪捨て場や公園管理用駐車場としての使用）

③中間組織の在り方 国民からの土地の寄付⇒防災空地として中間所有⇒ 道路拡幅による都市防災強化

⑤能動型隣地集約中間所有組織による隣地に所有権の集約を提案（空き家の隣地集約事業）
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②民間主導とは、啓発⇒相談からの活動に加え、道路の拡幅等により、火災の延焼防止に
役に立つ防災空地など、民間事業者が市に地域福利増進に資する提案を行い、空家等管理
活用支援法人の指定を受けて、空き家問題を解決することです。

①空き家対策は民間主導とし、行政には情報と資金面で支えてもらう体制が望ましい。

③行政の支援体制とは、空家等管理活用支援法人が、その事業に必要な所有者情報を提供でき
る制度や、中間所有、国の空き家対策総合支援事業を有効に活用できる支援体制です。

新潟市空き家空地対策協議会が考える、空家等管理活用支援法人の姿
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